
確 認 事 項 

第７回 木曽川文化圏市町合併協議会 



提
案
日

協
議
状
況

承
認
日

調
整
方
針

1
H

1
5
.6

.2
5

（
第

3
回
）

承
認

H
1
5
.6

.2
5

（
第

3
回
）
羽
島
郡
川
島
町
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
各
務
原
市
へ
編
入
す
る

編
入
合
併
と
す
る

2
H

1
5
.6

.2
5

（
第

3
回
）

継
続
協
議

【
提
案
】
平
成

1
7
年
（
2
0
0
5
年
）
1
月
ま
で
と
す
る

3
H

1
5
.6

.2
5

（
第

3
回
）

継
続
協
議

【
提
案
】
「
各
務
原
市
」
を
基
本
と
し
、
協
議
を
継
続
す
る

4
H

1
5
.6

.2
5

（
第

3
回
）

承
認

H
1
5
.6

.2
5

（
第

3
回
）
現
各
務
原
市
役
所
の
位
置
と
す
る

5
H

1
5
.6

.2
5

（
第

3
回
）

承
認

H
1
5
.6

.2
5

（
第

3
回
）
両
市
町
の
所
有
す
る
財
産
、
公
の
施
設
及
び
債
務
は
、
す
べ
て

新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る

提
案
日

協
議
状
況

承
認
日

調
整
方
針

6
H

1
5
.7

.9
（
第

4
回
）

承
認

H
1
5
.8

.8
（
第

5
回
）

合
併
後
、
編
入
さ
れ
た
区
域
の
住
民
の
意
見
を
新
市
の
行
政

に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
合
併
特
例
法
の
「
在
任
特
例
」
及
び
「
定

数
特
例
」
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る

7
H

1
5
.7

.9
（
第

4
回
）

承
認

H
1
5
.7

.9
（
第

4
回
）

川
島
町
農
業
委
員
会
は
各
務
原
市
農
業
委
員
会
に
統
合
す
る

合
併
特
例
法
の
規
定
を
適
用
し
、
川
島
町
の
農
業
委
員
の
う

ち
、
選
挙
で
選
出
さ
れ
た

1
2
人
は
、
各
務
原
市
の
農
業
委
員
の

在
任
期
間
だ
け
在
任
す
る

8
H

1
5
.7

.9
（
第

4
回
）

継
続
協
議

【
協
議
内
容
】
原
則
と
し
て
各
務
原
市
の
制
度
に
統
一
す
る
。

た
だ
し
、
個
人
市
民
税
の
均
等
割
、
法
人
市
民
税
の
法
人
税
割

及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
不
均
一
課
税
を
実
施
す
る
。

都
市
計
画
税
の
不
均
一
課
税
の
方
法
に
つ
い
て
は
専
門
部

会
・
幹
事
会
に
お
い
て
協
議
中

9
H

1
5
.7

.9
（
第

4
回
）

承
認

H
1
5
.7

.9
（
第

4
回
）
川
島
町
の
定
数
内
の
職
員
は
、
す
べ
て
各
務
原
市
の
職
員
と
し

て
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る

1
0

※
事
務
レ
ベ
ル
で
、
計
画
素
案
を
作
成
中

提
案
日

協
議
状
況

承
認
日

調
整
方
針

協
議
項
目

新
市
建
設
計
画

協
議
項
目

議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い

農
業
委
員
会
の
委
員
の
定
数
及
び
任
期

の
取
扱
い

地
方
税
の
取
扱
い

一
般
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い

合
併
特
例
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
協
議
項
目

そ
の
他
必
要
な
協
議
項
目

基
本
的
協
議
項
目

「
合
併
協
議
項
目
」
の
協
議
状
況

  
(H

1
5
.9

.5
現
在

)

協
議
項
目

合
併
の
方
式

合
併
の
期
日

新
市
の
名
称

新
市
の
事
務
所
の
位
置

財
産
の
取
扱
い



1
1

H
1
5
.7

.9
（
第

4
回
）

承
認

H
1
5
.7

.9
（
第

4
回
）

(1
)川
島
町
の
常
勤
の
特
別
職
（
三
役
及
び
教
育
長
）
及
び
執
行

機
関
の
委
員
（
教
育
委
員
会
の
委
員
等
）
に
つ
い
て
は
、
合
併

の
前
日
を
も
っ
て
失
職
す
る

(2
)付
属
機
関
等
の
委
員
に
つ
い
て
は
、
法
令
等
に
定
め
の
あ

る
場
合
は
、
そ
の
規
定
を
適
用
す
る

な
お
、
該
当
規
定
の
な
い
場
合
は
、
両
市
町
の
長
が
別
に
協
議

し
て
定
め
る
も
の
と
す
る

1
2

H
1
5
.8

.8
（
第

5
回
）

承
認

H
1
5
.8

.8
（
第

5
回
）

条
例
、
規
則
等
は
、
各
務
原
市
の
条
例
、
規
則
等
を
適
用
す

る
。
た
だ
し
、
各
種
事
務
事
業
の
調
整
内
容
を
踏
ま
え
て
、
条
例
、

規
則
等
の
新
規
制
定
、
一
部
改
正
等
を
行
う
も
の
と
す
る

1
3

1
4

1
5

1
6

H
1
5
.9

.5
（
第

6
回
）

承
認

H
1
5
.9

.5
（
第

6
回
）

公
共
的
団
体
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
新
市
の
速
や
か
な
一

体
性
を
確
保
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
情
を
尊
重
し
な
が

ら
、
そ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
以
下
の
方
針
に
よ
り
調
整
を
行
う
。

①
両
市
町
に
共
通
す
る
団
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
の
理
解

と
協
力
を
得
な
が
ら
で
き
る
限
り
合
併
時
に
統
合
で
き
る
よ
う
調

整
に
努
め
る

②
統
合
に
時
間
を
要
す
る
団
体
は
、
将
来
の
統
合
に
向
け
て
検

討
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
調
整
に
努
め
る

③
独
自
の
目
的
を
持
っ
た
団
体
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
主

的
な
判
断
に
委
ね
る

1
7

提
案
日

協
議
状
況

承
認
日

調
整
方
針

1
8

H
1
5
.8

.8
（
第

5
回
）

継
続
協
議

【
提
案
】
川
島
町
内
の
町
の
名
称
を
変
更
す
る
。

川
島
町
内
の
現
行
の
町
の
名
称
の
前
に
「
川
島
」
を
付
し
た
も

の
を
変
更
後
の
町
の
名
称
と
す
る

1
9

H
1
5
.9

.5
（
第

6
回
）

承
認

H
1
5
.9

.5
（
第

6
回
）

市
章
、
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
、
市
民
憲
章
、
市
の
木
・
市
の
花
に
つ

い
て
は
、
各
務
原
市
の
現
行
の
も
の
を
使
用
す
る
。
都
市
宣
言

に
つ
い
て
は
、
両
市
町
の
現
行
の
も
の
を
新
市
に
継
承
す
る

2
0

H
1
5
.8

.8
（
第

5
回
）

承
認

H
1
5
.8

.8
（
第

5
回
）
国
民
健
康
保
険
料
（
税
）
の
賦
課
業
務
に
関
し
て
は
、
原
則
と
し

て
各
務
原
市
の
現
行
制
度
に
統
一
す
る
も
の
と
す
る

補
助
金
、
交
付
金
等
の
取
扱
い

町
名
、
字
名
の
取
扱
い

慣
行
の
取
扱
い

国
民
健
康
保
険
事
業
の
取
扱
い

協
議
項
目

事
務
組
織
及
び
機
構
の
取
扱
い

一
部
事
務
組
合
等
の
取
扱
い

使
用
料
、
手
数
料
の
取
扱
い

公
共
的
団
体
の
取
扱
い

特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い

条
例
、
規
則
等
の
取
扱
い



2
1

H
1
5
.9

.5
（
第

6
回
）

承
認

H
1
5
.9

.5
（
第

6
回
）

介
護
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
各
務
原
市
の
制
度
に

統
一
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
合
併
す
る
日
が
属
す
る
年
度

及
び
こ
れ
に
続
く
１
年
度
は
、
不
均
一
賦
課
を
実
施
す
る

2
2

（
１
）
友
好
都
市
提

携
・
国
際
交
流
事
業
（
都
市
交
流
）

H
1
5
.8

.8
（
第

5
回
）

承
認

H
1
5
.8

.8
（
第

5
回
）
現
在
両
市
町
で
行
っ
て
い
る
国
際
・
国
内
都
市
交
流
に
つ
い
て

は
こ
れ
を
尊
重
し
、
新
市
に
お
い
て
も
継
続
す
る

H
1
5
.9

.5
（
第

6
回
）

承
認

H
1
5
.9

.5
（
第

6
回
）

電
算
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
川
島
町
の
電
子

デ
ー
タ
を
各
務
原
市
の
シ
ス
テ
ム
に
移
行
し
一
元
化
す
る
も
の

と
す
る

H
1
5
.8

.8
（
第

5
回
）

承
認

H
1
5
.8

.8
（
第

5
回
）

広
報
紙
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
、
ま
ち
づ
く
り
を
語
る

会
、
市
民
相
談
な
ど
の
各
種
広
報
広
聴
関
係
事
業
に
つ
い
て

は
、
各
務
原
市
に
統
一
す
る

（
５
）
交
通
関
係
事
業
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ

ス
）

H
1
5
.8

.8
（
第

5
回
）

承
認

H
1
5
.8

.8
（
第

5
回
）

旧
川
島
町
区
域
の
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
防
ぎ
、
市
役
所

本
庁
舎
へ
の
交
通
ア
ク
セ
ス
を
確
保
す
る
た
め
、
市
ふ
れ
あ
い

バ
ス
に
（
仮
称
）
川
島
線
を
新
設
す
る

（
１
４
）
建
設
関
係
事

業
（
都
市
計
画
）

H
1
5
.8

.8
（
第

5
回
）

承
認

H
1
5
.8

.8
（
第

5
回
）

合
併
後
速
や
か
に
岐
阜
都
市
計
画
区
域
内
の
川
島
町
地
域
を

各
務
原
都
市
計
画
区
域
に
変
更
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
を

見
直
し
、
一
体
的
な
都
市
基
盤
整
備
を
図
る

（
１
６
）
学
校
教
育
事

業
(義
務
教
育

)
H

1
5
.9

.5
（
第

6
回
）

承
認

H
1
5
.9

.5
（
第

6
回
）

義
務
教
育
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
各
務
原
市
の

現
行
制
度
に
統
合
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
川
島
町
の
小
中

学
校
の
就
学
区
域
（
校
区
）
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
と
す
る

（
１
３
）
商
工
・
観
光
関
係
事
業

（
１
５
）
上
・
下
水
道
事
業

（
４
）
消
防
防
災
関
係
事
業

（
６
）
保
健
事
業

（
７
）
障
害
者
福
祉
事
業

介
護
保
険
事
業
の
取
扱
い

各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い

（
９
）
児
童
福
祉
事
業

（
１
０
）
そ
の
他
の
福
祉
事
業

（
１
１
）
環
境
事
業

（
１
２
）
農
林
水
産
関
係
事
業

（
２
）
電
算
シ
ス
テ
ム
事
業

（
３
）
広
報
広
聴
関
係
事
業

（
８
）
高
齢
者
福
祉
事
業



(公
民
館

)
H

1
5
.9

.5
（
第

6
回
）

承
認

H
1
5
.9

.5
（
第

6
回
）

川
島
町
公
民
館
の
名
称
を
「
各
務
原
市
川
島
公
民
館
」
と
す

る
。
休
館
日
及
び
開
館
時
間
は
、
合
併
ま
で
に
調
整
し
統
一
を

図
る
。
利
用
者
に
つ
い
て
は
各
務
原
市
の
例
に
よ
る
。

川
島
町
公
民
館
主
催
事
業
は
合
併
後
５
年
を
目
処
に
事
業
の

継
続
に
つ
い
て
調
整
す
る

(歴
史
民
俗
資
料

館
)

H
1
5
.9

.5
（
第

6
回
）

承
認

H
1
5
.9

.5
（
第

6
回
）

「
川
島
町
ふ
る
さ
と
史
料
館
」
を
「
各
務
原
市
川
島
ふ
る
さ
と
史

料
館
」
に
名
称
変
更
す
る
。
休
館
日
及
び
開
館
時
間
は
、
合
併

ま
で
に
調
整
し
統
一
を
図
る

(図
書
館

)
H

1
5
.9

.5
（
第

6
回
）

承
認

H
1
5
.9

.5
（
第

6
回
）

「
川
島
町
ほ
ん
の
家
」
を
「
各
務
原
市
中
央
図
書
館
」
の
分
館
と

し
、
名
称
を
「
各
務
原
市
川
島
ほ
ん
の
家
」
と
す
る
。
休
館
日
及

び
開
館
時
間
は
、
合
併
ま
で
に
調
整
し
統
一
を
図
る
。
利
用
者

に
つ
い
て
は
、
各
務
原
市
の
例
に
よ
る

（
１
７
）
社
会
教
育
事

業



第８回以降の合併協議会開催日程について

回 月日（曜日） 時　間 場　　　　　所

　第８回合併協議会 １１月　１日（土） 　8:30 各務原市中央公民館

　第９回合併協議会 １１月１４日（金） 15:00 川島町公民館

第１０回合併協議会 １１月２８日（金） 14:00
各務原市産業文化センター
　８階第１特別会議室

第１１回合併協議会 １２月１３日（土） 14:00
各務原市産業文化センター
　８階第１特別会議室
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